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市内コンビニ13店舗にＡＥＤを設置

　心停止など救急時の初期救急救命や特に夜間の救命率向上につなげるた
め、消防署から２㎞以上離れたコンビニにＡＥＤ（自動体外式除細動器）を配
置しました。
　ＡＥＤが設置されている最寄りのコンビニへ行き、「ＡＥＤを貸してくだ
さい」と伝えてください（ＡＥＤの受け渡しのみを行います）。使用後は、借
り受けたコンビニへ返却をお願いします。
【ＡＥＤ設置協力店舗】

▼  ローソン：伊吹町店、別当店、高串店、祝森店、北宇和吉田店、三間町店

▼  ファミリーマート：伊吹町店、夏目店、保田店、吉田魚棚店、三間店、津
島高田店、津島岩松インター店

【問合先】保険健康課保健企画係☎内線2137

障害者タクシー料金給付券の交付

　障がい者がタクシーを利用する場合に、料金
の一部を助成します。給付券の交付には、申請
が必要です。令和３年度分の申請は、４月１日
㈭から受け付けます（本人が自家用車を運転す
る場合は対象外）。
【内　容】申請月～令和４年３月31日の間で１ヵ
月あたり２枚として計算した給付券冊子を交付
※ 乗車１回につき１枚（500円）が利用できます。
【対　象】市内に住む市民税非課税世帯で、次
のいずれかに当てはまる人

▼身体障害者手帳１・２級

▼療育手帳Ａ・Ｂ

▼精神保健福祉手帳１・２級
【持参物】

▼印かん（みとめ印）

▼  身体障害者手帳、療育手帳または精神保健福
祉手帳

▼  同一世帯に令和２年１月１日以降に転入した
人がいる場合は、その人が非課税であること
が分かる証明書

【問合先】福祉課障害福祉係☎49 - 7016
 24 - 1160

子ども医療費無償化

　令和３年４月診療分から小・中学生の入院
費・歯科通院費に加え、通院費が無料になりま
す。
　現在「乳幼児・児童医療費受給資格証（オレ
ンジ色）」を持つ児童へ４月１日から使用でき
る「子ども医療費受給資格証（クリーム色）」を郵
送しています。
　新しい受給資格証と保険証を医療機関などに
提示することで、中学校修了までの保険診療を
窓口負担無く受けることができます。
【対　象】保険診療の自己負担額の全額

※ ３月診療分までの小・中学生の医療費は、
これまでの制度による払戻しの申請を受け付
けます。

【問合先】福祉課子育て支援室児童
福祉係☎49 - 7017  24 - 1160

ＡＥＤが設置され
ているコンビニの
入り口付近に提示
されています。

【助成できないもの】

▼  保険診療以外の費用（予防接種、非紹介患者料など）

▼入院中の食事代や差額ベッド代

▼  学校や園の管理下での傷病で、日本スポーツ振興
センターの災害共済給付制度対象のもの
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老朽危険空家除却事業補助金

　老朽化などにより放置すれば倒壊につなが
る恐れがある空家に対して、除却に係る費用
の一部を補助します。詳しくは、市ホームペー
ジをご覧になるか、お問い合わせください。
【募集戸数】30件
※ 先着順ではありません。緊急性の高いもの
から補助を行います。

【補助金額】経費の５分の４以内（上限80万円）
【申込・問合先】４月１日㈭～ 30
日㈮の間に建築住宅課空家対策係
☎内線2649

健康保険証などの資格確認がオンライン
でできます（３月29日㈪～）

　市立宇和島・吉田・津島病院のカードリー
ダーにマイナンバーカードを置くことで、オ
ンライン保険資格確認ができます。健康保険
証や限度額認定証を持参する必要がなくなり、
窓口での保険情報入力も不要のため待ち時間
短縮になります。事前にマイナポータルから
利用手続きをしてください。これまで通り、
健康保険証による確認もできます。
【問合先】市立宇和島病院医事課
☎25 - 1111内線32014

国民年金保険料納付

　４月～令和４年３月分の国民年金保険料は、
月額16,610円です。
　日本年金機構から送られる納付書により、
納付期限までに銀行などの金融機関、郵便局、
コンビニで納めてください。
　また、国民年金保険料を前納すると割引が
あります。２年度分前納を希望する場合は、
年金事務所までお問い合わせください。
【問合先】宇和島年金事務所☎22 - 5440
または市民課国民年金係☎内線2133

住宅リフォーム補助金

　住宅のリフォーム工事をする人に、その費
用の一部を補助します。４月１日㈭から受け
付けますので、必ず工事着工１週間前までに
補助金交付申請書類を提出してください。詳
しくは、市ホームページをご覧になるか、お
問い合わせください。
【補助率】補助対象経費の10％（上限20万円）
※ 対象となる子育て世帯については、補助対
象経費の15％（上限30万円）

【申込・問合先】建築住宅課管理係
☎内線2616

災害復興住宅融資の申込期限

　住宅金融支援機構が行っている、平成30年
７月豪雨災害被災者に対する災害復興住宅融
資の受付は７月31日㈯までです。
【対　象】平成30年７月豪雨により、住宅が全
壊、大規模半壊または半壊し、罹災証明書の
交付を受けた人
【申込先】住宅金融支援機構お客様コールセン
ター災害専用ダイヤル（祝日、年末年始を除く 
午前９時～午後５時）☎0120 - 086 - 353

架空料金請求詐欺に注意

　身に覚えのない「高額当選」「利用料金の確
認が取れておりません」などのメールは詐欺
です。
　連絡をすると、金銭を要求されます。不審
なメールは無視しましょう。
【問合先】警察相談専用電話☎＃9110
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市政広報番組４月放送予定

【と　き】

▼  木曜日 午後６時～午前０時

▼金曜日 午前６時～午後５時
※ ＵＣＡＴニュース終了後に放送します。
【内　容】伊達博物館改築事業について
【問合先】市長公室シティセールス推進係
☎内線2457

ＦＭがいや「ヒーロー☆スター RADIO」

【と　き】毎週木曜日 午後５時～（再放送：
午後９時～）
【内　容】懐かしのアニメ・ヒーローの希少な
音楽をお楽しみください♪
【パーソナリティ】

▼  若藤 昌男さん

▼ ＴＯＳＨＩＭＩ さん
【問合先】ＦＭがいや
☎49 - 1769  r-m@
gaiya769.jp、http://
www.gaiya769.jp/

伊達博物館改築事業基本計画の策定

　伊達博物館改築事業基本計画を策定しまし
た。今後は、この基本計画をもとに事業を実
施します。
　同計画案のパブリックコメントおよび説明
会を開催したところ、多くの質問や意見があ
りました。パブリックコメントおよび説明会
での回答を含む市の考え方や対応については、
市ホームページをご覧ください。
【問合先】伊達博物館☎22 - 7776
 22 - 7819

南予文化会館・コスモスホール三間のテレワーク環境整備を行いました

　施設内（ホールを除く）でインターネット（Wi-Fi）の利用が
可能となりました。テレワークなど場所や時間にとらわれ
ない柔軟な働き方などに活用してください。
　また、南予文化会館においては、４つの個室型スペース
を整備しました。会議室には、大型モニタ（60型）とカメラ
付きスピーカーシステムを配備しましたので、Web会議に
も利用できます。
【利用時間】午前９時～午後５時まで（原則）
※休館日あり。
【問合先】南予文化会館 ☎24 - 6800、
コスモスホール三間☎58 - 3312

宝くじ助成で音響機器＆ＯＡ機器などを整備

　（一財）自治総合センターでは、全国自治宝
くじの売上金の一部を財源として、地域のコ
ミュニティ活動の充実・強化および地域社会
の健全な発展を図るための助成事業を実施し
ています。
　令和２年度は宇和島市消防団が音響機器（ア
ンプ、スピーカーなど）とＯＡ機器など（プロ
ジェクター、ノートＰＣなど）を整備しました。
【問合先】危機管理課危機管理係☎49 - 7006 
 24 - 6094

※ パソコンは貸し出しに含まれません。
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※ 詳しくは、各ホームページをご覧いただく
かお問い合わせください。

広報うわじま４月号　 18 

新型コロナウイルス感染症の影響により、中止や変更になる場合があります。

愛媛県警察官（大学卒程度）募集

【対　象】34歳未満で大学卒業者または令和４
年３月末日までに大学卒業見込みの人
【１　次】５月８日㈯・９日㈰
【申　込】４月２日㈮～ 19日㈪の間にインター
ネットの「愛媛県採用試験受験等申込システ
ム」から申し込み
【問合先】宇和島警察署警務課
☎22 - 0110内線212

■手話通訳者養成講習会（手話通訳Ⅰ課程）
【と　き】５月～令和４年１月（土曜日、月１回）
【ところ】西条市、西予市（予定）
【対　象】県内に住むか勤務する手話奉仕員養
成講座（入門・基礎）の修了者または同程度の
知識・技術を有する人
【定　員】各20人
【申　込】４月５日㈪～ 26日㈪

■手話通訳者養成講習会（手話通訳Ⅲ課程）
【と　き】８月～ 11月（土曜日、月１～２回）
【ところ】松山市（予定）
【対　象】県内に住むか勤務する手話通訳者養
成講習会（手話通訳Ⅱ課程）の修了者または同
程度の知識・技術を有する人
【定　員】20人
【申　込】４月５日㈪～５月17日㈪

■要約筆記者養成講習会

▼  手書きコース、パソコンコース
【と　き】５月～令和４年２月（土・日曜日、月
１～５回）
【ところ】八幡浜市（予定）
【対　象】県内に住むか勤務する人
【定　員】各10人
【申　込】４月５日㈪～５月17日㈪

＜共　通＞
【問合先】県視聴覚福祉センター
☎089 - 923 - 9093
 089 - 923 - 9224

明治写真館KABASAKI＆樺崎マルシェ

■ワークショップ 参加者募集 ＜無料＞

　フォトグラファー 水野 謙治 さんによる
ワークショップを行います。撮影時のちょっ
としたコツなどを教えてもらえます。
【と　き】５月23日㈰ 午後１時～（１時間程度）
【定　員】15人程度

■記念写真撮影会 参加者募集 ＜無料＞

　フォトグラファー 水野 謙治 さんによる記
念写真撮影会を行います。撮影データは後日
５～ 10カットをCD-Rに保存して郵送します。
【と　き】５月23日㈰ 
【定　員】10組
※２人以上で応募してください。

＜共　通＞
【ところ】歴史資料館
【申込・問合先】５月10日㈪ 午後２時までに
文化・スポーツ課文化振興係☎49 - 7033
 22 - 5058  bunkap@city.uwajima.lg.jp

手話通訳者および要約筆記者養成講習会

宇和島圏域手話奉仕員養成講座入門課程 

▼  手話を学ぼう～入門課程（全21回）
【と　き】６月７日～ 11月15日（毎週月曜日）
午後７時～９時
【ところ】総合福祉センター
※テキスト・フェイスシールド代は受講者負担。
【定　員】12人（先着）
【申込・問合先】４月１日㈭～ 30日㈮の間に福
祉課障害福係☎内線2110  24 - 1160

応募多数の
場合は抽選

テキスト代
は実費です
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うわじまファミリー・サポート・センター

　うわじまファミリー・サポート・センターで
は、子育てのお手伝いをしています。運営には、
多くの人の協力が必要です。活動を通して地
域の子育て支援に協力をお願いします。
【内　容】休校日や保護者の病気・外出の場合
の預かりや保育所・放課後児童クラブ・習い事
への送迎など
【報　酬】600 ～ 700円／時間

■サポート会員説明会・養成講習会
 ＜無料＞

【と　き】４月13日㈫ 午後１時30分～４時
【ところ】子育て世代活動支援センター（パフィ
オうわじま内）
【対　象】市内に住む20歳以
上で子育てを手伝いたい人
【申込・問合先】
４月９日㈮までにファミ・
サポうわじま（福祉課内）
☎49 - 7054

説明会のみ

の参加も可

マイナンバーカードの休日交付

【と　き】４月10日㈯・17日㈯・25日㈰ 午後
１時～５時
【ところ】市役所 市民生活課
※ 各支所が交付場所でも、受け取り希望日の
２日前（閉庁日を除く）までに連絡すると市
民生活課で受け取れます。

【問合先】市民課☎49 ｰ 7075または各支所市
民保険係

固定資産の縦覧・閲覧

■縦覧 ＜無料＞

【と　き】４月１日㈭～ 30日㈮（執務時間中）
【対　象】納税者（課税対象者）、納税者と同一
世帯の親族、納税者の代理人
※ 土地の納税者は土地価格等縦覧帳簿、家屋
の納税者は家屋価格等縦覧帳簿のみ縦覧可。
自己の土地・家屋が適正評価かを確認する
目的以外では縦覧できない場合があります。

■閲覧（通年）
【対　象】固定資産の所有者、同一世帯の親族、
借地人などの利害関係者、所有者の代理人など
【料　金】300円／件（４月は令和３年度分のみ
無料）、コピー手数料50円／枚

＜共　通＞
【ところ】市役所 税務課または各支所 税務係
【持参物】本人確認書類、代理人は委任状、利
害関係者は賃貸借契約書、不動産登記簿など
【問合先】税務課☎内線2512・2534・2538

事業承継相談会 ＜無料＞

【と　き】４月13日㈫ 午前９時～正午
【ところ】市役所 702会議室
【対　象】市内に本社があるまたは事業所を
持っている人で、後継者がおらず事業の承継
について検討している人
※原則予約制。秘密厳守。
【申込・問合先】商工観光課商工係☎49 ｰ
7080

春の全国交通安全運動（４月６日～15日）

　１人ひとりが交通安全に注意して事故のないまちづ
くりに取り組みましょう。
【全国重点】

▼  子どもと高齢者を始めとする歩行者の安全の確保

▼自転車の安全利用の推進

▼  歩行者などの保護を始めとする安全運転意識の向上
【県重点】

▼道路横断中の交通事故防止対策の推進

▼  自転車の安全利用と「シェア・ザ・ロード」の精神
の普及促進

■ 春の全国交通安全運動パレード出発式の中止
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、春の交
通安全パレード、人の輪作戦などは中止します。
【問合先】市民課コミュニティ推進係
☎49 - 7004  24 - 1166

シェア・ザ・ロード：歩行者・自転
車・自動車などは互いを思いやり、
安全・快適に道路を共有することを
表す言葉
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